
これまでの地方分権改革
個性と自立、新たなステージへ
地方分権改革の更なる展開

平成26年６月６日
第14回地方分権改革有識者会議

資料３－２より

地方分権改革の理念を構築
－国･地方の関係が上下･主従から対等･協力へ

国主導による集中的な取組
－時限の委員会による勧告方式

地方全体に共通の基盤制度の確立
－機関委任事務制度の廃止
－国の関与の基本ルールの確立

法的な自主自立性の拡大
－自治の担い手としての基礎固め

地方分権推進に向けた世論喚起
－地方分権の意義を普及啓発

改革の理念を継承し発展へ
－個性を活かし自立した地方をつくる

地方の発意に根ざした息の長い取組へ
－地方からの「提案募集方式」の導入
－政府としての恒常的な推進体制の整備

地方の多様性を重んじた取組へ
－連携と補完によるネットワークの活用
－「手挙げ方式」の導入

真の住民自治の拡充
財政的な自主自立性の確立
－自治の担い手の強化

改革の成果を継続的・効果的に情報発信
－住民の理解と参加の促進

個性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括と展望～（概要）
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第１次分権改革(H7～11):国と地方の関係を上下・主従から対等・協力へ

例：機関委任事務制度の廃止、国の関与の基本ルールの確立
第２次分権改革(H19～ ):数多くの具体的な改革を実現（地方に対する権限移譲、規制緩和等）

権限移譲等（国→地方 66事項(実施率69%) 、都道府県→市町村 113事項(67%)）、義務付け・枠付けの見直し（975事項(74%)）

改革の「総括」 ～地方分権の基盤の確立～

１ 国と地方の役割分担の見直し（権限移譲等）

２ 地方に対する規制緩和の推進

３ 地方税財政の充実強化

４ 重要な政策分野（土地利用等）に関する改革

５ 改革の成果を実感できる情報発信の展開

１ 改革成果の住民への還元
・ 地域課題の解決に向け独自の工夫を凝らし、地域を元気にする
・ 住民に分かりやすい情報発信に努力

２ 住民自治の拡充
・ 政策形成過程への参画、協働の推進、地方議会の機能発揮

３ 改革提案機能の充実
・ 専門性を有する人材の育成、政策法務の強化
・ 地方六団体の機能強化

１ 提案募集方式の導入

・ 個々の地方公共団体から全国的な制度改正の提案を広く募る方式

２ 手挙げ方式の導入

・ 個々の団体の発意に応じ選択的に移譲する方式

３ 政府の推進体制の整備

・ 地方の提案を恒常的に受け止め、スピード感を持って実現を図る体制

４ 効果的な情報発信

・ SNSの活用、地方の優良事例発信、全国シンポジウムの新規開催など

Mission ミッション

個性を活かし自立した地方をつくる

Vision ビジョン

・ 行政の質と効率を上げる

・ まちの特色と独自性を活かす

・ 地域ぐるみで協働する

今後の「展望」 ～新しいステージの改革の取組～

改革の進め方改革の使命・目指す姿

目指すべき方向 今後地方に期待すること
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１ 趣旨（1/2）

 地方分権改革は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現するため、住民に身近な
行政は、住民に身近な地方公共団体が自主的かつ総合的に担い、地域の諸課題に対応
できるようにする改革である。これまで、国と地方との関係を、上下・主従の関係から対等・
協力の新しい関係に転換するとの理念を掲げ、機関委任事務制度の廃止や義務付け・枠
付けの見直しなど数多くの具体の取組を行ってきた。さらに、平成26年からは、それまでの

成果を基盤として、「個性を活かし自立した地方をつくる」ことを目指し、地方の発意に根差
し、住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するための「提案募
集方式」を導入しており、本方式による取組は地方側からも評価されている。これにより、
地方の自主性・自立性が高まり、個性を活かした自立した地方の実現や住民サービスの
向上に相応の成果を挙げてきていると考えられる。

 わが国では、2008年に始まった人口減少が今後加速度的に進んでいき、その様態は地域

によって大きく異なるものと考えられる。また、地方部において人口減少が急速に進んでい
る一方で、東京への一極集中は歯止めがかかっていない。人口減少や家族形態、人々の
意識の変化等により、地域社会を支えてきたコミュニティの活力の低下も見られるところで
ある。

 また、このような人口構造の変化だけではなく、Society5.0の到来など、新技術の進展、
人々の働き方や生き方の変化・多様化が進んできている。

令和２年２月19日 第40回
地方分権改革有識者会議・
第105回提案募集検討
専門部会 合同会議

資料５より

地方分権改革の今後の方向性について

6




